
【資料１】 

 
特定外来生物の第二次指定対象種について 

 
分類群 種  名 種数(種類数) 

哺乳類 ハリネズミ属、アメリカミンク、シカ亜科※１（アキシスジカ属、

シカ属、ダマシカ属、シフゾウ）、キタリス、タイリクモモンガ、

マスクラット 

4属､5種 

両生類 コキーコヤスガエル、キューバズツキガエル、ウシガエル、シロア

ゴガエル 

4種 

魚類 ノーザンパイク、マスキーパイク、カダヤシ、ケツギョ、コウライ

ケツギョ、ストライプトバス、ホワイトバス、パイクパーチ、ヨー

ロピアンパーチ 

9種 

昆虫類 テナガコガネ属、コカミアリ ※２ 1属、１種 

無脊椎動物 モクズガニ属、ザリガニ類２属と２種（アスタクス属、ウチダザリ

ガニ、ラスティークレイフィッシュ、ケラクス属）、ヤマヒタチオ

ビ、カワヒバリガイ属、カワホトトギスガイ、クワッガガイ、ニュ

ーギニアヤリガタリクウズムシ 

4属、6種 

植物 アゾルラ・クリスタタ、オオフサモ、アレチウリ、オオキンケイギ

ク、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、ボタン

ウキクサ、スパルティナ・アングリカ 

9種 

 合計 

 

9属､34種 

(43種類) 

 
※すべて在来の種・亜種を除く。 
※１）シカ亜科については、当初亜科単位で候補とされていましたが、何が該当するかを分かりやすく

するため、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウの３属１種（＝亜科に属する全種）として
指定します。 

※２）当初候補に含まれていたアシナガキアリとツヤオオズアリの２種については、パブリックコメント
で提出された意見を踏まえ、再度専門家会合において検討を行うこととしました。 

 

 


